
※このご案内はCM賠償責任保険（コンストラクション・マネジメント業務特約条項付　専門的業務賠償責任保険）の概要について
ご紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります
保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店におたずねください。

当社は、お客様から提供いただいた本資料請求記載の個人情報を取引保険会社（東京海上日動火災保険㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱）より委託を受けて行う
各社の損害保険およびこれに付帯・関連するサービスの提供等に利用させていただくことがあります。

〈引受保険会社〉 東京海上日動火災保険株式会社（幹事）　　〈取扱代理店〉 株式会社エイアイシー TEL 03-6272-6206
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「CM業務委託契約書およびCM業務委託契約約款に基づいて行う、
日本CM協会の定める標準業務」が補償の対象となります。

CM賠償責任保険
一般社団法人 日本コンストラクション・マネジメント協会

補償の対象となる業務

2019年11月作成　19-TC05034

日本国内のCM業務を包括的にカバー1

既存の「建築家賠償責任保険」や
「請負業者賠償責任保険」などでは、
補償の対象とならなかった「CM業務」の
遂行に起因する賠償責任をカバー

2

日本CM協会の会員だけが加入可能3

補償は22パターンから選択4

5年間無事故の場合、無事故割引10％が適用5

保険料は全額損金処理が可能6

6つ
の特徴



CM
賠
償
責
任
保
険
の
概
要

CM
賠
償
責
任
保
険

（
参
考
）建
築
家
賠
償
責
任
保
険

保
険
の
対
象
と

な
る
業
務

CM
業
務
委
託
契
約
書
お
よ
び
CM
業
務
委
託
契
約
約
款
に
基
づ
い
て
行
う
、

「
日
本
CM
協
会
が
定
め
る
標
準
業
務
」

①
�設
計
図
書（
建
築
物
の
建
築
工
事
実
施
の
た
め
に
必
要
な
図
面
ま
た
は
仕
様
書
）の
作
成
。「
設
計
図
書
」に

は
、施
工
図（
設
計
図
書
を
実
際
に
施
工
に
移
す
場
合
に
作
成
さ
れ
る
図
面
を
い
い
、施
工
の
方
法・手

段・
手
順・技

術・安
全
計
画
等
を
示
す
工
作
図
お
よ
び
施
工
計
画
図
等
を
除
く
）を
含
ま
な
い

②
�施
工
者
に
対
す
る
指
示
書（
建
築
物
が
設
計
図
書
の
意
図
ど
お
り
に
実
現
す
る
よ
う
に
設
計
図
書
を
補
足

す
る
図
面
ま
た
は
文
書
を
い
い
ま
す
。）の

作
成

③
�施
工
図
承
認
書
の
作
成

保
険
の
対
象
と

な
る
建
築
物

（
特
に
制
限
な
し
）

建
築
基
準
法
第
2条
第
1号
規
定
の
建
築
物
と
付
属
工
作
物

電
気・ガ

ス・給
排
水・換

気・冷
暖
房・昇

降
機
等
を
含
む
。但
し
、「
構
造
基
準
未
達
」は
建
築
基
準
法
第
20条

第
1号
、第
2号
、第
3号
に
規
定
す
る
建
築
物

保
険
金
が

支
払
わ
れ
る

主
な
場
合

①
�委
託
者
か
ら
の
指
図
と
異
な
る
指
図
を
関
係
者
に
行
い
、ま
た
は
書
面
に
よ
る
不
適
切
な
助
言
を
行
う
こ

と
に
よ
り
発
生
し
た
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
関
係
者
の
作
業
の
や
り
直
し
、不
具
合
の
改
善
に
よ
る
損

害
賠
償

②
�委
託
者
か
ら
の
指
図
と
異
な
る
指
図
を
関
係
者
に
行
い
、ま
た
は
書
面
に
よ
る
不
適
切
な
助
言
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
、設
計
図
ま
た
は
施
工
図
の
欠
陥
に
よ
り
、設
計
図
ま
た
は
施
工
図
の
再
作
成
お
よ

び
工
事
の
や
り
直
し
に
よ
る
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
成
遅
延
に
よ
り
引
渡
し
を
受
け
る
者
の
営
業
阻
害
損

害
賠
償

③
�上
記
以
外
の
損
害
で
、CM

業
務
の
遂
行
に
起
因
し
て
発
生
し
た
第
三
者
の
身
体
障
害
、財
物
の
損
壊
等
に

対
す
る
損
害
賠
償

④
�建
物
等
の
引
渡
し
後
、委
託
者
か
ら
の
指
図
と
明
ら
か
に
異
な
る
指
図
ま
た
は
書
面
に
よ
る
不
適
切
な
助

言
に
起
因
す
る
一
定
の
瑕
疵
が
発
見
さ
れ
た
場
合
の
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
物
の
検
査・修

理・交
換
等

の
措
置
に
要
し
た
費
用
に
対
す
る
損
害
賠
償（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

①
�設
計
等
の
業
務
ミ
ス
に
よ
る
損
害
賠
償（
建
築
物
の
外
形
的
か
つ
物
理
的
な
滅
失・破

損
が
生
じ
て
い
る

場
合
に
補
償
）

②
�給
排
水・電

気・空
調・遮

音
性
設
備
の
機
能
的
な
不
具
合
に
よ
る
損
害
賠
償

③
�設
計
等
の
業
務
ミ
ス
に
よ
る
第
三
者
へ
の
身
体
障
害
の
損
害
賠
償

④
�法
令
基
準
未
達
:建
築
物
の
外
形
的・物

理
的
な
滅
失・破

損
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、設
計
等
の
業
務
ミ
ス

で
建
築
基
準
法（
第
20条

除
く
）、消
防
法
な
ど
の
所
定
の
建
築
基
準
関
連
法
令
に
抵
触

⑤
�構
造
基
準
未
達
:建
築
物
の
外
形
的・物

理
的
な
滅
失・破

損
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、構
造
設
計
等
の
業
務

ミ
ス
で
建
築
基
準
法
第
20条

1,2,3号
建
物
が
建
築
基
準
法（
第
20条

）に
抵
触

「
日
本
CM
協
会
が
定
め
る
標
準
業
務
」
　
CM
業
務
委
託
契
約
約
款・業

務
委
託
書（
2009年

6月
改
訂
）か
ら
抜
粋

CM
rの

業
務
内
容

（
CM
A
J

標
準
業
務
）

企
画
段
階

基
本
計
画
段
階

基
本
設
計
段
階

実
施
設
計
段
階

契
約
段
階

工
事
段
階

・受
託
者
の
要
求
の
整
理

・プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
の
役
割
分
担
の
明
確
化

・プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
の
方
針
設
定

・業
務
計
画
書
の
作
成

・制
約
条
件
の
整
理

・マ
ス
タ
ー
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
作
成

・工
事
費
概
算

・プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
基
本
計
画
書
の
作
成

・設
計
者
選
定
方
法
等
の
策
定

・設
計
者
選
定
用
の
資
料
作
成
、選
定
支
援

・基
本
設
計
方
針
書
の
作
成
依
頼
等
�

・基
本
設
計
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
管
理

・設
計
進
捗
の
確
認

・設
計
内
容
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・施
工
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
の
作
成

・工
事
費
概
算
書
の
確
認

・工
事
発
注
計
画
書
の
作
成

・基
本
設
計
図
書
等
の
内
容
確
認

・実
施
設
計
方
針
書
の
比
較
検
討

・実
施
設
計
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
管
理

・設
計
進
捗
の
確
認

・設
計
内
容
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・施
工
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
の
確
認

・工
事
費
概
算
書
の
確
認

・工
事
発
注
計
画
書
の
更
新

・実
施
設
計
図
書
等
の
内
容
確
認

・工
事
発
注
区
分
の
確
認

・施
工
者
選
定
方
式
の
策
定

・工
事
契
約
に
つ
い
て
の
助
言

・�施
工
者
選
定
資
料
の
作
成
、施
工

者
選
定
の
支
援

・�工
事
段
階
で
の
CM
業
務
説
明
書

の
作
成

・工
事
管
理
業
務
方
針
の
把
握

・�施
工
計
画
等
に
対
す
る
工
事
監
理

者
の
対
応
時
期
の
確
認

・�質
疑
書
、提
案
書
に
対
す
る
工
事

監
理
者
の
対
応
時
期
の
確
認

・�施
工
図
に
対
す
る
施
工
者
及
び
工

事
監
理
者
の
対
応
時
期
の
確
認

・各
工
事
関
係
者
間
の
調
整
、助
言

・設
計
変
更
へ
の
対
応

・支
払
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・工
事
監
理
報
告
書
の
確
認

・委
託
者
検
査
の
支
援

・最
終
工
事
費
支
払
請
求
の
確
認


